
医療費 2,375,000 円 医療費 1,600,000 円

712,500 円 480,000 円

475,000 円 320,000 円

237,500 円 160,000 円

医療費 2,375,000 円 医療費 1,600,000 円

所得区分（標準報酬月額） 限度額の計算式（設定額）

　　　ア　（83万円以上） 252,600円＋( 医療費 － 842,000円 )×1% 267,930 円 260,180 円

　　　イ　（53-79万円） 167,400円＋( 医療費 － 558,000円)×1% 185,570 円 177,820 円

　　　ウ　（28-50万円） 　80,100円＋( 医療費 － 267,000円 )×1% 101,180 円 93,430 円

　　　エ　（26万円以下） 57,600円 57,600 円 57,600 円

　　　オ　（住民税非課税者） 35,400円 35,400 円 35,400 円

医療費 2,375,000 円 医療費 1,600,000 円

所得区分（課税所得） 限度額の計算式（設定額）

現役並み所得者 Ⅲ（690万円以上） 252,600円＋( 医療費 － 842,000円 )×1% 267,930 円 260,180 円

現役並み所得者 Ⅱ（380万円以上） 167,400円＋( 医療費 － 558,000円)×1% 185,570 円 177,820 円

現役並み所得者 Ⅰ（145万円以上） 80,100円＋( 医療費 － 267,000円 )×1% 101,180 円 93,430 円

外来分（個人ごと）

18,000円

住民税非課税世帯　Ⅱ 外来分（個人ごと）

住民税非課税世帯　Ⅰ 8,000円

　・患者さんの健康保険証提示により、医療費の自己負担割合（3割・2割・1割）で計算されます。

　・月ごとの限度額適用額をもとに高額療養費制度（月ごとの限度額以上支払った分を手続きにより後から払い戻してもらう制度）
　　が利用できます。手続きについてはご加入の健康保険組合、全国健康保険協会、市区町村（国民健康保険、後期高齢者医療制
　　度）、国保組合、共済組合などへお問合せください。

限度額適用額 限度額適用額

　　　　　　70歳以上

希少な疾病 その他の疾病
（現時点では「前立腺癌」のみ）

希少な疾病

限度額適用額 限度額適用額

　・「限度額適用認定証の提示」あるいは「マイナンバーカードの保険証利用」により、当院が
    患者さんの限度額を事前確認できる場合は、窓口負担の時点で月ごとの限度額までのお支払
    いで済ませることができます。

　・「限度額適用認定証」の交付申請については、それぞれご加入の健康保険組合、全国健康保険協会、市区町村（国民健康保険、
　　後期高齢者医療制度）、国保組合、共済組合などへお問合せください。

【保険診療】
　　陽子線治療部分 の医療費 「保険証の自己負担割合による費用」
　陽子線治療開始初日に一括して請求いたします。
    これ以外に別途、診察・検査・投薬などの費用がかかります。

健康保険証提示での自己負担割合

3割負担

2割負担

1割負担

希少な疾病 その他の疾病
（現時点では「前立腺癌」のみ）

自己負担割合による費用 自己負担割合による費用

その他の疾病
（現時点では「前立腺癌」のみ）

【保険診療】
　　陽子線治療部分 の医療費 「月ごとの限度額適用後の費用」
　陽子線治療開始初日に一括して請求いたします。
    これ以外に別途、診察・検査・投薬などの費用がかかります。

　　　　　　70歳未満

一　般 18,000 円 18,000 円

8,000 円 8,000 円

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000158088.pdf
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000158088.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000843688.pdf


【先進診療（保険外診療）】
　　陽子線治療部分 の医療費
　　　　　先進医療A 　305万5000円
　　　　　先進医療B　 160万円　>>>「先進医療B」の詳細はこちら<<<

　陽子線治療開始初日に一括して請求いたします。

　  これ以外に別途、診察・検査・投薬などの費用（保険診療
※

）がかかります。
　 　※「評価療養」である先進医療においては、「保険外併用療養費」として保険診療の適用となります。

　 ◆先進医療による陽子線治療は、民間保険「先進医療特約」の対象です。詳細はご契約の保険会社へお問い合わせ下さい。

【自由診療（保険外診療）】
　　陽子線治療部分 の医療費
　　　　　　　　305万5000円＋消費税　（336万500円）

　陽子線治療開始初日に一括して請求いたします。

　 これ以外に別途、診察・検査・投薬などの費用（10割負担）に消費税を加えた額（自由診療
※

）がかかります。
　　※自由診療において保険診療の併用は禁止されており、自由診療に関連する全ての診療について保険診療の適用となりません。

    ◆自由診療としての陽子線治療は、民間保険「先進医療特約」の対象外です。

https://aizawahospital.jp/proton_therapy_center/#b-ad
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000921208.pdf
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